
主な指摘事項等
本資料の主な対象サービス

〔居宅サービス〕○居宅介護 ○重度訪問介護 ○同行援護
 ○行動援護

〔通所サービス〕○就労継続支援Ａ型・Ｂ型○就労移行支援
○就労定着支援○生活介護(〔入所〕の生活介護を除く)
○自立訓練(生活訓練) ○自立生活援助〇就労選択支援

令和７年度越谷市障害福祉サービス集団指導 福祉部福祉総務課
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内容
•1.報酬関係 …P3〜10
•2.運営基準関係 …P11〜30
•3.令和6年度実地指導指摘事項 …P31〜34
•4.(参考)令和6年度報酬改定(一部抜粋) …P35
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1.報酬関係
報酬関係で押さえていただきたいポイントを３つお伝えします

• １⃣減算となる場合…P4〜7
• ２⃣加算請求について…P8
• ３⃣不正請求について…P９〜10
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１⃣減算となる場合
• 減算となる場合を次のスライドから一覧で示します。

（ここでは加算要件不充足の場合を除きます）
• 知らない減算があった場合は、内容の詳細を別途確認ください

万が一減算未対応が判明した場合は、過誤調整をしてください
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対象サービス概要名称
全サービス情報公表制度に基づく報告が未実施の

場合
情報公表未報告減算

全サービス。就労選択支援は令和9年4
月から適用

業務継続計画が未策定および同計画に
従い必要な措置を講じていない場合

業務継続計画未策定減算

全サービス（計画相談支援、障害児相
談支援、地域相談支援、自立生活援助、
就労定着支援を除く）

次の措置を講じていない場合
①身体拘束等の記録
②委員会の定期開催と結果の従業者へ

の周知徹底
③指針の整備
④研修の定期的実施

身体拘束廃止未実施減算

全サービス次の措置を講じていない場合
①委員会の定期開催と結果の従業者へ

の周知徹底
②研修の定期的実施
③虐待防止担当者の配置

虐待防止措置未実施減算

１⃣-1減算となる場合（全サービス）
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対象サービス概要名称
生活介護、自立訓練（生活訓練）、就
労選択支援、就労移行支援、就労継続
支援A型、就労継続支援B型

定員を所定の割合超過した場合定員超過利用減算

生活介護、自立訓練（生活訓練）、就
労選択支援、就労移行支援、就労継続
支援A型、就労継続支援B型、就労定着
支援

所定の割合欠如した場合サービス提供職員欠如減
算

生活介護、自立訓練（生活訓練）、就
労移行支援、就労継続支援A型、就労
継続支援B型、就労定着支援、自立生
活援助

欠如した場合サービス管理責任者欠如
減算

生活介護、自立訓練（生活訓練）、就
労移行支援、就労継続支援A型、就労
継続支援B型、就労定着支援、自立生
活援助

個別支援計画が未作成の場合個別支援計画未作成減算

１⃣-2減算となる場合（通所系）
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対象サービス概要名称
居宅介護同一敷地内建物等に居住する利用者に介護を

行う場合等
同一敷地内建物等減算

行動援護支援計画シート等が未作成の場合支援計画シート等未作成減算

生活介護看護師等による代替を前提として医師を配置しない場合医師未配置減算
生活介護(共生型・基準該当のみ)(共生型・基準該当のみ)前3月の平均利用時間が5時間未満

の利用者の占める割合が50％以上である場合
短時間利用減算(生活介護)

自立訓練（生活訓練）、就労移行
支援、自立生活援助

事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間を6か月以上超
える場合（宿泊型自立訓練を除く）

標準利用期間超過減算

就労選択支援就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメ
ントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、
指定就労継続支援A型または指定就労継続支援B型のそれ
ぞれの提供総数のうち、同一事業者によって提供されたも
のの占める割合が80％を超えている場合

特定事業所集中減算

就労継続支援Ａ型スコア方式による評価内容が未公表の場合自己評価未公表減算
就労継続支援B型工賃向上計画を作成せずに一律に評価する報酬体系におい

て、4時間未満の利用者の占める割合が50％以上である場
合

短時間利用減算(就労B)

就労定着支援就労定着支援の終了後も一定期間の支援が必要と見込まれ
る利用者の状況等について適切な引き継ぎ措置が講じられ
ていない場合

支援体制構築未実施減算

１⃣-3減算となる場合（その他）
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２⃣加算請求について
• 加算の算定要件が一つでも不充足の場合は、加算の算定ができ

ません。
• 各自算定要件を自己点検し、万が一不充足が判明した場合は、

遡って過誤調整をしてください。
＊ R6実地指導でも過誤調整の指導をしたケースが複数ありました

• 算定要件は、いわゆる「報酬告示」に規定されています。正式名称：「障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基
準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年9月29日厚生労働
省告示第523号）」

• 「報酬告示」を補完するいわゆる「留意事項通知」も必要に応じて参照してくだ
さい。正式名称：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基
準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発第1031001号）」
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３⃣不正請求について①
• 不正請求とは、法令や基準に違反し、かつそれを偽って報酬を

請求することをいいます。
• 具体例① ：実際にはサービスを行っていないにもかかわらず、

サービスを行ったように装い、報酬請求を行った場合
• 具体例② ：一定の人員基準を満たすことが要件となっている加

算について、人員が不足しているにもかかわらず、人員は満た
されていることを装い加算要件を満たすものと偽って請求をし
た場合

• 具体例③：サービスの所要時間によって単位数が定められてい
る場合に実際にサービスを行った時間に対応する単位数を超え
た単位数により請求した場合
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３⃣不正請求について②
• 注意点①：事情によっては、減算不適用や加算要件不充足の場

合であっても、単なる過誤調整ではなく、不正請求に当たるこ
とがあります。

• 注意点②：不正請求と認定された場合は、不正請求額に加えて
その額に40％を乗じた額の支払いが課されることがあります。
さらには、取消処分等の処分事由に該当することがあります。

• ポイント：日頃から「報酬告示」や「留意事項通知」などに基
づいて正しく報酬請求ができているか確認しましょう。
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2.運営基準関係
• ここまでが、報酬関係についてでした。
• 次に、運営基準についてです。
• 実地指導で指摘が多い項目に絞って、ポイントをお伝えしま

す。
• 現状、遵守できているかどうか チェックしましょう
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2.運営基準関係 項目
• １⃣運営規程 ※全サービス…P13
• ２⃣ハラスメント対策 ※全サービス…P14
• ３⃣業務継続計画（ＢＣＰ）※全サービス…P15
• ４⃣定員の遵守 ※定員のあるサービス…P16
• ５⃣非常災害対策 ※全サービス(就労定着支援を除く) …P17
• ６⃣衛生管理  ※全サービス…P18
• ７⃣-1身体拘束に対する考え方 ※全サービス…P19
• ７⃣-2身体拘束に関する措置 ※全サービス…P20〜21
• ８⃣虐待の防止措置 ※全サービス…P22
• まとめ…P23〜25
• ９⃣-1個別支援計画の作成等  ※居宅介護等以外のサービス…P26〜27
• ９⃣-2個別支援計画の作成等のまとめ…P28
• ９⃣-3個別支援計画の作成等〜R6実地指導指摘事項〜 …P29
• 10その他の日常生活費…P30 12



１⃣運営規程 ※全サービス
□所定の項目がもれなく掲載されていますか？

＊市独自項目（国の省令に規定なし）に注意
〜生活介護の記載項目〜
(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 個人情報の取扱い【市独自】

(13) その他運営に関する重要事項

＊市条例を参照しましょう
名称：「越谷市指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営等に関する
基準を定める条例」

＊令和6年度実地指導指摘事項
運営規程について、変更があっ
た場合に届出を行っていません
でした。つきましては、市障害
福祉課へ変更の届出を行ってく
ださい。
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２⃣ハラスメント対策 ※全サービス

□ハラスメント指針（職場におけるハラスメントの内容およびハラスメントを行っ
てはいけない旨の方針）を策定してますか？
□従業者からの相談体制を整備していますか？（具体的には、相談に対
応する担当者をあらかじめ定めること等により相談への対応のための窓口をあらかじめ定
め、従業者に周知する）

R6実地指導指摘事項
・ハラスメント指針を策定していませんでしたので、策定してください
・従業者からの相談体制を整備していませんでしたので、整備してください
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３⃣業務継続計画（ＢＣＰ）※全サービス

□業務継続計画(ＢＣＰ)を策定してますか？
 ＊未策定の場合、減算の対象です

□計画を従業者に周知してますか？
□ＢＣＰに関する研修を定期的に行ってますか？
□ＢＣＰに関する訓練を定期的に行ってますか？

令和6年度実地指導指摘事項
・ＢＣＰを策定していませんでしたので策定してください
・研修を実施していませんでしたので実施してください
・訓練を実施していませんでしたので実施してください
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４⃣定員の遵守 ※定員のあるサービス

□定員を超過して受け入れていませんか？

＊ 超過した場合、減算の対象になりえます
     (内容によっては、取消処分等の可能性もありえます）
＊ 定員超過利用は、利用者へのサービス提供に支障が生じうるため、

原則認められません
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５⃣非常災害対策 ※全サービス(居宅系・就労定着支援を除く)

□消防法等に基づく設備は、確実に設置されてますか？
□非常災害計画を策定してますか？
□通報・連絡体制を整備してますか？
□定期的に避難訓練を行ってますか？

17



６⃣衛生管理 ※全サービス

□感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討
する委員会を定期的に開催してますか？

□委員会の開催結果を従業者に周知徹底してますか？
□感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

してますか？
□感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

ならびに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を実施
してますか？
令和6年度実地指導指摘事項
・指針を整備していませんでいたので、整備してください
・訓練を実施していませんでしたので、実施してください
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７⃣-1身体拘束に対する考え方 ※全サービス

• 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は禁止です【重要】
• 正当な理由のない身体拘束は、身体的虐待(場合によっては取消処分等)

に当たりうることに留意してください
• 「緊急やむを得ない場合」とは、①切迫性(本人または他の利用者等の

生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い)②非代替性(身体拘束を行
う以外に代わりの方法がない)③一時性(身体拘束が一時的)の3要件全てを満た
す必要があります

• やむを得ず拘束を行う場合の手続き：①組織による決定と個別
支援計画への記載②本人・家族への十分な説明③必要な事項の
記録 ＊記録がない場合は減算の対象です
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７⃣-2身体拘束に関する措置 ※全サービス

現に身体拘束を行っていない場合も(次のスライド参照)、以下の措置を講じ
てますか？

□身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に
開催するとともにその結果について従業者に周知徹底してますか？

□身体拘束等の適正化のための指針を整備してますか？
□身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施してますか？

＊これら一つでも満たしていない場合は、減算の対象です

令和6年度実地指導指摘事項
・委員会を実施していませんでしたので実施してください
（実施したが、記録が不十分な場合も含む）
・研修を実施していませんでしたので実施してください
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７⃣-2-2よくある質問（身体拘束適正化検討委員会）

• Ｑ質問：軽度の利用者が多く現に身体拘束をしている方もいな
いです。それでも委員会を設置する意味はありますか？

• Ａ回答：たとえば、トラブル時に職員の体を使って静止するよ
うな場面はありえます。また、何が身体拘束に当たるかといっ
た理解を促進し身体拘束等を未然に防止することも重要です。

〜国の解釈通知(平成18年12月6日障発第1206001号)においても令和6年度から次の点が追加されました〜

「身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のことを想定している。…
…〔身体拘束等の〕事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に対する
支援の状況等等を確認することが必要である。…」
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８⃣虐待の防止措置 ※全サービス
□虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について従業者に周知徹底してますか？
□虐待の防止のための研修を定期的に実施してますか？
□虐待防止措置を適切に実施するための担当者を置いてますか？

＊これら一つでも満たしていない場合は、減算の対象です

令和6年度実地指導指摘事項
・虐待防止委員会の結果を従業者へ周知していませんでしたので周知してください
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まとめ①〜各種計画・指針・委員会・研修について〜

ここまでのまとめです

• 策定しなければならない計画は？
①業務継続計画(BCP) ②非常災害計画(居宅介護等を除く)(➂個別支援計画※

後述)、の3つです
• 整備しなければならない指針は？

①ハラスメント指針②感染症等指針③身体拘束等適正化指針
の3つです

• 開催しなければならない委員会は？
①感染症等対策委員会②身体拘束等適正化検討委員会
➂虐待防止検討委員会、の３つです
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まとめ② 〜各種計画・指針・委員会・研修について〜

• 実施しなければならない研修は？
①業務継続計画(BCP)研修②感染症等研修
➂身体拘束等適正化研修④虐待研修、の4つです

• 実施しなければならない訓練は？
①業務継続計画(BCP)訓練②避難訓練(居宅介護等を除く)➂感染症等訓

練、の3つです

内容が多岐にわたるので、漏れがないよう、年度当初に「この月
は〇〇委員会をやる」などと、あらかじめ計画に落とし込んでお
くことをおすすめします
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まとめ③〜表ver
未実施減算訓 練研 修委員会計画・指針等項目

減算あり年1回
※感染症訓練と一体可

年1回+採用時
※感染症研修と一体可―計画策定

（感染症）業務継続
計画(BCP)

減算あり年1回年1回+採用時―計画策定
（災害）

―非常災害の避難・救
出訓練の実施――非常災害計画非常災害計

画(居宅介護等
を除く)

―年2回
(居宅介護等は年1回)

年2回(居宅介護等は年
1回)+採用時

概ね3月に1回(居
宅介護等は概ね6月
に1回)

指針の整備感染症

減算あり―年1回+採用時少なくとも年1回虐待防止担当
者の配置虐待

減算あり―年1回+採用時少なくとも年1回
・やむを得ず身体
拘束する場合は記
録を作成
・指針の整備

身体拘束
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9⃣-1個別支援計画の作成等（居宅介護等以外サービス）

アセスメント

計画原案の作成

個別支援会議の開催

利用者・家族への
説明・同意・交付

計画の見直し

(必要に応じて)
計画を変更

～アセスメントのポイント～
＊アセスメントとは、利用者の希望する生活や課題等を
把握することをいいます
□利用者の自立に配慮してますか？
□利用者の自己決定・意思決定は尊重・配慮され
てますか？(自らの意思決定が困難な場合は利用者の意
思・判断能力等を丁寧に把握してますか？)
□利用者に面接してますか？

～計画原案のポイント～
□サービス管理責任者が計画の作成業務を
担当してますか？
□計画原案にはその他の福祉サービスとの
連携が含まれてますか？

～会議のポイント～
□会議は利用者も出席して生活の意向
を確認してますか？(R6改正)
□担当者等から意見を求めてますか？

～モニタリングのポイント～
＊モニタリングとは、継続的なアセスメントを
含めた計画の実施状況の把握をいいます
□少なくとも6か月に1回計画を見直してい
ますか？
□定期的に利用者に面接してますか？
□モニタリングの結果は記録してますか？
□相談支援事業者と連携はされています
か？(モニタリング結果の相互交付等)

～計画の見直し・変更のポイント～
次の視点で見直し・変更を判断するのが妥当です
□目標が高すぎないか(低すぎないか)？
□サービス内容は利用者に合っているか？
□別の課題が発生していないか？ など

～計画の交付のポイント～
□相談支援事業者にも交付してますか？(R6改正)
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9⃣-1個別支援計画の作成等（居宅介護等）

アセスメント

計画の作成

利用者・同居の家族
への説明・交付

計画の実施状況
の把握

(必要に応じて)
計画を変更

～アセスメントのポイント～
＊アセスメントとは、利用者の状況を把握・分析し、居
宅介護の提供によって解決すべき課題を明らかにするこ
とをいいます
□利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合
には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の
意思、選好、判断能力等について、丁寧に把握してます
か？

～計画作成のポイント～
□サービス提供責任者が計画の作成業務を
担当してますか？
□計画原案はその他の福祉サービスとの連
携も含め作成されていますか？

～計画の交付のポイント～
□利用者の同居の家族および相談支援事業者にも
交付してますか？(R6改正)

～サービス提供責任者に求められること～
□他の従業者の行うサービスが居宅介護計
画に沿って実施されているかを把握すると
ともに、必要に応じて助言・指導等を行う
こと
□相談支援事業者が実施するサービス担当
者会議に参加し、利用者のモニタリング結
果を相互に交付するなど、連携強化を図る
こと
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９⃣-2個別支援計画の作成等のまとめ
• 支援過程を通じて、利用者の自己決定・意思決定に配慮

☚個別支援会議への利用者の出席(R6改正)
• まずは当該利用者の能力や課題などの把握 (アセスメント)が重要
• アセスメントに基づき、当該利用者固有の計画を作成する

☚全利用者について画一的な計画になっていませんか？
• 当該利用者の新たな課題等に応じて柔軟に計画を見直し・変更

☚計画内容が長期間変更なしとなっていませんか？
• 相談支援事業者への計画の交付など、相談支援事業者との連携

強化が求められてます（R6改正）
• 個別支援計画未作成減算あり
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９⃣-3個別支援計画の作成等 R6実地指導指摘事項

• 個別支援計画の作成にあたり、原案の作成及び担当者会議の開催を
行っていませんでした。つきましては、個別支援計画の原案を作成
し、担当者会議を開催してください。

• 個別支援会議に利用者が同席していませんでした。また、記録が不
十分で計画の原案の内容について担当者等の意見を求めているか判
然としませんでした。

• 個別支援計画を作成した際に、指定特定相談支援事業者へ交付して
いませんでしたので、交付してください。

• アセスメントについて、記録がない又は不明確な例がありましたの
で、実施した際は適切に記録してください。

• モニタリングについて、記録からは実施状況を把握しているか判然
としませんでした。つきましては、目標達成状況の評価や、計画変
更の要否判定等を記録してください。
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10.その他の日常生活費（対象サービス：就A・
B、就労移行、生活介護、自立訓練（生活訓練）
• 一定のサービスについては、サービスの利用者負担額の他に

「その他の日常生活費」を利用者から受け取ることが認められ
ています。

【受領する際のポイント】
□介護給付費等と重複関係がないこと

そのため、お世話料等あやふやな名目は認められず、費用の内訳を明らかに
□使途・額・受領理由を利用者に対して書面で説明をし同意を得ること
□受領額が実費相当額の範囲内であること
□運営規程に定め、施設の見やすい場所に掲示すること
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3.令和6年度実地指導指摘事項(その他)
＊これまでに紹介した事項以外で、令和６年度の実地指導で指摘のあった事項を

紹介します
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令和6年度実地指導指摘事項（その他）①
• 【共通】静養室について、市に届出のある場所から移動し、相

談室と兼用していました。つきましては、利用者の支援に支障
がないかを確認のうえ、必要に応じて元の位置に戻す、又は平
面図の変更の届出を行ってください。

• 【共通】サービス提供記録について、サービスを提供した旨の
確認を利用者等から受けていませんでした。つきましては、
サービス提供日、提供したサービスの具体的内容、実績時間
数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項の記録に
ついて、確認を受けてください。

• 【共通】法定代理受領通知について、利用者に対して通知して
いませんでしたので、通知してください。
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令和6年度実地指導指摘事項（その他）②
• 【共通】業務管理体制の届出について、届出を行っていません

でしたので、市障害福祉課に届出を行ってください。
• 【共通】業務管理体制の整備について、法令遵守責任者の変更

の届出を行っていませんでしたので、市障害福祉課に届出を
行ってください。

• 【共通】情報公表対象サービス等に係る報告を行っていません
でしたので、速やかに報告してください。
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令和6年度実地指導指摘事項（その他）③
• 【生活介護】個別支援計画について、生活介護に要する標準的

な時間を位置づけていませんでした。つきましては、標準的な
サービス提供時間を位置づけ、当該時間に応じて、給付費を算
定してください。

• 【居宅介護】給付費の算定について、個別支援計画に位置付け
られた標準的なサービス提供時間ではなく、現に要した時間で
算定している例がありました。つきましては、個別支援計画を
変更した上で算定する等の措置を講じてください。

• 【就労A】生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した
額に相当する金額が利用者に支払う賃金の総額以上とならず、
自立支援給付を賃金の支払いに充てていました。つきまして
は、経営の改善に取り組んでください。
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4.(参考)令和6年度報酬改定(一部抜粋)
• 利用者の意思決定支援の推進（全サービス）
• 虐待防止措置未実施減算の新設（全サービス）
• 身体拘束廃止未実施減算の減算額の引き上げ等
• 業務継続計画未策定減算の新設（全サービス）
• 情報公表未報告減算の新設等（全サービス）
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